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都都 県県 名名

332211--00112233 宇都宮市東谷町６６０－１　県立宇都宮南高校内 ＴＴ ＥＥＬＬ 002288--661122--55229900

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.tochigi-koutairen.jp/ ＦＦＡＡＸＸ 002288--661122--55229911

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　kotairen@pluto.plala.or.jp

337711--00880055  前橋市南町４－３５－１　県立前橋商業高校内 ＴＴ ＥＥＬＬ 002277--222244--55004466

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://gunma-koutairen.com/ ＦＦＡＡＸＸ 002277--222211--99660066

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　g-ktr@eagle.ocn.ne.jp

440000--00880055 甲府市酒折１－１７－１　県立甲府東高校内 ＴＴ ＥＥＬＬ 005555--228877--88886622

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.yamanashi-koutairen.jp/ ＦＦＡＡＸＸ 005555--228877--88887722

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　jimukyoku@yamanashi-koutairen.jp

333300--00006622 さいたま市浦和区仲町３－５－１　県民健康センター４Ｆ ＴＴ ＥＥＬＬ 004488--882222--66779922

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.saitama-kotairen.com/ ＦＦＡＡＸＸ 004488--882222--00228811

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　kotairen@green.ocn.ne.jp

222211--00885555 横浜市神奈川区三ッ沢西町３－１　県立スポーツ会館内 ＴＴ ＥＥＬＬ 004455--331111--88881177

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.kanagawa-kotairen.gr.jp/ ＦＦＡＡＸＸ 004455--331133--22666699

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　kotairen@pastel.ocn.ne.jp

226633--00004433 千葉市稲毛区小仲台５－１０－１　県立千葉女子高校内 ＴＴ ＥＥＬＬ 004433--225522--11669911

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.chiba-koutairen.com/ ＦＦＡＡＸＸ 004433--225522--11884422

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　hs-af12@jeans.ocn.ne.jp

331100--00991111 水戸市見和１－３５６－２　県水戸生涯学習センター分館内 ＴＴ ＥＥＬＬ 002299--330000--55001122

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://ibaraki-koutairen.jp/ ＦＦＡＡＸＸ 002299--330000--55001133

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　kotairen@juno.ocn.ne.jp

116633--88000011 新宿区西新宿２－８－１　東京都庁第二本庁舎15Ｆ ＴＴ ＥＥＬＬ 0033--55332200--77447700

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.tokyo-kotairen.gr.jp/

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ　　：： 　staff@tokyo-kotairen.gr.jp

110000--00000033 千代田区一ツ橋１丁目１番１号　パレスサイドビル２Ｆ ＴＴ ＥＥＬＬ 0033--66226688--00002277

ＨＨＰＰ：：ＵＵＲＲＬＬ https://www.zen-koutairen.com/ ＦＦＡＡＸＸ 0033--66226688--00002288

ＥＥ－－ｍｍａａｉｉｌｌ 　info@zen-koutairen.com

全全 国国

１１　　　　各各都都県県高高等等学学校校体体育育連連盟盟事事務務局局所所在在地地

事事    務務    局局    所所    在在    地地  ＴＴＥＥＬＬ　　・・　　ＦＦＡＡＸＸ

千千 葉葉 県県

茨茨 城城 県県

東東 京京 都都

栃栃 木木 県県

群群 馬馬 県県

山山 梨梨 県県

埼埼 玉玉 県県

神神奈奈川川県県
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２２  関関東東高高等等学学校校体体育育連連盟盟規規約約 

 

                             第１章  総   則 

（名 称） 

第１条  本連盟は関東高等学校体育連盟という。 

（事務所） 

第２条  本連盟の事務局は当番県の高体連内におく。 

（目 的） 

第３条  本連盟は関東地域の高体連相互の緊密な連絡調整を行うとともに、高校体育の健全な 

    発展を図るをもって目的とする。 

（事 業） 

第４条  本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）高校体育に関する基本方針並びに方策の確立 

 （２）関東高等学校各種目別体育大会の開催 

 （３）(公財)全国高体連との連絡並びに団体相互の連絡調整 

  （４）そのた、本連盟の目的達成に必要な事業 

                             第２章  組   織 

第５条  本連盟は関東地域に所在する都県単位の高体連をもって組織する。 

（専門部） 

第６条  本連盟に次の専門部を置き、その規定は別に定める。 

            陸上競技、体操、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、ソフトボール、 

            卓球、ラグビー、ハンドボール、バドミントン、サッカー、柔道、剣道、相撲、 

      レスリング、ボクシング、弓道、水泳、ボート、登山、自転車、テニス、スキー、 

      スケート、フェンシング、ウエイトリフティング、ヨット、ホッケー、空手道、 

      アーチェリー、なぎなた、ライフル射撃、カヌー、少林寺拳法、研究部 

                             第３章  役   員 

（役 員） 

第７条  本連盟に次の役員を置く。 

      会長    １名    副会長   若干名    理事長   １名 

            常務理事 若干名        理事    若干名    監事        ２名 

（役員の選任） 

第８条  役員は２年ごとの輪番制（茨城・東京・栃木・群馬・山梨・埼玉・神奈川・千葉）によ 

        り、次のように選出する。 

  （１）会長は当番県の会長とする。 

 （２）副会長は各都県の会長とする。 

 （３）理事長は当番県の理事長とする。 

 （４）常務理事は各都県理事長と他に専門部より若干名を選出する。 

 （５）理事は次のように選出する。 

   ① 各都県高体連より２名 

      ② 各種目別関東高体連専門部の部長、または代表１名 

  （６）監事は理事会で推薦する。 

（役員の委嘱） 

第９条  役員は会長がこれを委嘱する。 

（役員の職務） 

第 10 条  会長は本連盟を代表して会務を統括する。 
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       ２  副会長は会長を補佐する。会長事故ある時は、あらかじめ指名した副会長がその職務 

       を代行する。 

     ３ 理事長は会務を掌理する。 

       ４ 常務理事は常務理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急事項並びに会務 

     を処理する。 

    ５  理事は理事会を組織し、本連盟の決議機関とし、決算、予算、事業、役員選出、その 

      他、重要事項を審議決定する。 

       ６ 監事は会計を監査する。 

（役員の任期） 

第 11 条  本連盟の役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

       ２ 補欠または増員による役員の任期は前任者の残任期間とする。 

                             第４章  会   議 

（理事会） 

第 12 条  理事会は毎年２回、４月１１月に会長が招集する。 

    ２ 必要があるときは、臨時に理事会を開くことができる。 

       ３ 理事会の議長は会長とする。 

（常務理事会） 

第 13 条  常務理事会は必要に応じ随時会長が招集する。 

       ２ 常務理事会の議長は会長とする。 

（議 決） 

第 14 条  理事会・常務理事会は、その構成員の２分の１以上の出席がなければ開催することが 

     できない。ただし、委任状は認める。 

（会議録） 

第 15 条    会議の議事については、議事録を作成しなければならない。 

                             第５章  会   計 

（経 費） 

第 16 条  経費は各都県の分担金、補助金、寄付金をもってあてる。 

（会計年度） 

第 17 条  本連盟の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

                             第６章  規約の変更 

第 18 条  本連盟の規約の変更は理事会において出席者の３分の２以上の賛成を得なければなら 

     ない。 

                                附       則 

         この規約は昭和４６年１１月１８日に制定する。 

         この規約は昭和４６年１１月１８日から施行する。 

         この規約は昭和５９年１１月２６日一部改定。 

         この規約は平成 ３年 ４月２２日一部改定。 

         この規約は平成 ６年１１月２２日一部改定。 

         この規約は平成１０年１１月３０日一部改定。 

         この規約は平成１２年１１月２８日一部改定。 

         この規約は平成１３年 ４月１６日一部改定。 

         この規約は平成１４年 ４月１５日一部改定。 

         この規約は平成１６年 ４月１５日一部改定。 

     この規約は平成２７年 ４月１３日一部改定。 



－ 4－

３３  関関東東高高等等学学校校体体育育連連盟盟事事務務連連絡絡規規程程  

 

 

第１条  関東高等学校体育連盟事務局の輪番は次のとおりとする。 

     茨城・東京・栃木・群馬・山梨・埼玉・神奈川・千葉 

 

第２条  引き継ぎは４月１０日までに行うことを原則とする。 

     引継書類は次のとおりとする。 

  １）関東高等学校体育連盟規約及びその他の規程 

  ２）役員名簿 

  ３）議事録 

  ４）庶務書類 

  ５）会計報告書 

  ６）第４条に規定した書類 

 

第３条  都県高体連並びに専門部は、新役員名簿を原則として４月２０日までに当番都 

     県事務局に提出し、同年度中に変更したときは、ただちに報告するものとする。 

 

第４条  関東高等学校体育大会開催地高体連は、次の書類を関東高体連事務局に提出す 

     るものとする。 

  １）大会実施要項 

  ２）大会報告書（様式１・２） 

  ３）大会収支決算書（様式３） 

   ４）大会プログラム 

    ５）次年度開催予定（様式４） 

 

第５条  関東高体連会長の印鑑は、当番都県事務局において保管するものとする。 
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（様式３）

収収　　入入

金　　額　（円） 摘 要

　○○都県教育委員会

　○○市　○○町　○○村　教育委員会

　関東○○連盟　　県○○協会

　都県高体連負担金

　専門部負担金

　○○○円 × ○○チーム　　○○○円 × ○○○人

　広告　　プログラム売上げ　　銀行利子等

支支　　出出

金　　額　（円） 摘 要

　補助員、医師、看護師、ブラスバンド等協力者に対する報酬謝金

　賞状・メダル・トロフィー・レプリカ

　役・職員、審判員等の旅費（日当、宿泊費を含む）

　事務用品、薬品類、役員徽章、リボン、写真フィルム

　各種燃料油、プラカード、看板、競技用消耗品

　シャツ類（役員・補助員等認識のために作成したもの）

　プログラム、ポスター、大会要項、申込書類、招待状、地図

　報告書等の印刷代、（用紙代を含む）及び製本代

　書類、伝票帳簿等の製本代、写真の現像代

　郵便料、電信料、電話料（架設料含む）、振込等銀行手数料等

　競技用品・事務用品等の荷造費及び運賃

　会場使用料、土地建物の借料、器具・機械の借料及び損料

　役員輸送バス借上料

　準備委員会、代表者会議、監督会議、反省会等

　競技関係者の食糧

　ゴミ処理代、行事保険料等

　（決算には不要）

報告責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年度　関東高等学校○○大会収支予算書（決算書）

参　　加　　料

雑　　収　　入

合　　  　 　計

諸 謝 金 費

褒 償 費

合 計

科　　　　目

科 目

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

借料及び損料費

通 信 運 搬 費

補 助 金

負 担 金

会 議 費

食 糧 費

雑 費

旅 費

予 備 費
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金　　額　（円） 摘 要

　○○都県教育委員会

　○○市　○○町　○○村　教育委員会

　関東○○連盟　　県○○協会

　都県高体連負担金

　専門部負担金

　○○○円 × ○○チーム　　○○○円 × ○○○人

　広告　　プログラム売上げ　　銀行利子等

支支　　出出

金　　額　（円） 摘 要
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　役・職員、審判員等の旅費（日当、宿泊費を含む）

　事務用品、薬品類、役員徽章、リボン、写真フィルム

　各種燃料油、プラカード、看板、競技用消耗品

　シャツ類（役員・補助員等認識のために作成したもの）

　プログラム、ポスター、大会要項、申込書類、招待状、地図
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４ 関東高等学校体育大会開催基準要項 

 開催の趣旨 

高等学校教育の一環として、広くスポーツ実践の機会を与え、技術の向上と気力の充実をはかり、心

身ともに健全な高等学校生徒を育成するとともに、生徒相互の友情をはぐくみ、次代のにない手として

の素地を養成するものである。 

 

 １ 主   催  関東高等学校体育連盟 

          及び関東競技種目別統轄団体、開催地教育関係機関を原則とする。 

 

 ２ 主   管  競技の主管は関東高等学校体育連盟当該種目別専門部， 

          開催都県高等学校体育連盟及び開催都県競技種目別団体とする。 

 

 ３ 後   援  主催者、主管者が適当と認めた機関団体とする。 

 

 ４ 大 会 名 称  令和○○年度関東高等学校（男子・女子）○○○○大会と称する。 

 

 ５ 大会の開催 （１）大会は関東地域（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨） 

で開催する。 

         （２）種目別大会は各都県順番を原則とし、別表によって毎年開催する。 

 

 ６ 大会の期間 （１）競技日程は原則として２日を超えないこととする。 

         （２）開催期間は６月の第１週、または第２週を原則とする。 

            但し、陸上・水泳・スキー・スケート・駅伝・登山は別に定める。 

 

  ７  競 技 方 法    競技種目別学校対抗とする。 

 

８ 引率・監督 （１）出場チームの選手は必ず引率責任者によって引率される。引率責任者は選手のす

べての行動に対し、責任を負うものとする。 

        （２）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。 

個人の場合は校長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された

「部活動指導員」（学校教育法施行規則第 78 条の２に示された者）も可とする。 

但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は都県高体連会長に事前に届け出る

こと。（別紙様式） 

（３）監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害 

・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

但し、各都県における規程が定められ、引率・監督者がこの基準より限定された 

範囲内であればその規程に従うことを原則とする。 

   

９ 参 加 資 格 （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含 

   む。）に在籍する生徒であること。但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

         （２）選手は、各都県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、当該競技専門部に登録し、当

該競技要項により参加資格を得たものに限る。但し、各都県高体連に専門部が設置

されていない種目については、加盟校の生徒であることとする。  

         （３）年齢は○○年４月２日以降に生まれたものとする。（○○部分の数字は、開催当

該年度－19 となる。）但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１

回限りとする。（「出場」とは登録やエントリーでなく、試合の出場回数をさし、

専門部が責任を持って調整・確認する。） 

         （４）チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による 

混成は認めない。 

                  （５）以下の場合に限り、複数校合同チームの大会参加を認める。 

            ア 部員不足に伴う合同チーム 

種
目

大
会

名
期

日
申

込
締

切
開

催
地

会
場

地
会

場
名

最
寄

駅
備

考

(1
)

前
日

開
会

式
を

行
う

種
目

に
つ

い
て

は
、

備
考

欄
に

○
印

を
記

入
（
入

力
）
す

る
。

(2
)

大
会

会
場

最
寄

り
駅

を
、

記
入

欄
に

記
載

す
る

。
(3

)
提

出
締

め
切

り
は

、
前

年
度

会
長

・
理

事
長

・
事

務
局

合
同

会
議

ま
で

と
す

る
。

上
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

（
様

式
４

）

令令
和和

    
  　　

　　
年年

度度
関関

東東
高高

等等
学学

校校
体体

育育
大大

会会
開開

催催
予予

定定
表表

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

高
体

連
　

理
事

長
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

  

都
 県

 名
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４ 関東高等学校体育大会開催基準要項 

 開催の趣旨 

高等学校教育の一環として、広くスポーツ実践の機会を与え、技術の向上と気力の充実をはかり、心

身ともに健全な高等学校生徒を育成するとともに、生徒相互の友情をはぐくみ、次代のにない手として

の素地を養成するものである。 

 

 １ 主   催  関東高等学校体育連盟 

          及び関東競技種目別統轄団体、開催地教育関係機関を原則とする。 

 

 ２ 主   管  競技の主管は関東高等学校体育連盟当該種目別専門部， 

          開催都県高等学校体育連盟及び開催都県競技種目別団体とする。 

 

 ３ 後   援  主催者、主管者が適当と認めた機関団体とする。 

 

 ４ 大 会 名 称  令和○○年度関東高等学校（男子・女子）○○○○大会と称する。 

 

 ５ 大会の開催 （１）大会は関東地域（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨） 

で開催する。 

         （２）種目別大会は各都県順番を原則とし、別表によって毎年開催する。 

 

 ６ 大会の期間 （１）競技日程は原則として２日を超えないこととする。 

         （２）開催期間は６月の第１週、または第２週を原則とする。 

            但し、陸上・水泳・スキー・スケート・駅伝・登山は別に定める。 

 

  ７  競 技 方 法    競技種目別学校対抗とする。 

 

８ 引率・監督 （１）出場チームの選手は必ず引率責任者によって引率される。引率責任者は選手のす

べての行動に対し、責任を負うものとする。 

        （２）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。 

個人の場合は校長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された

「部活動指導員」（学校教育法施行規則第 78 条の２に示された者）も可とする。 

但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は都県高体連会長に事前に届け出る

こと。（別紙様式） 

（３）監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害 

・賠償責任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

但し、各都県における規程が定められ、引率・監督者がこの基準より限定された 

範囲内であればその規程に従うことを原則とする。 

   

９ 参 加 資 格 （１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含 

   む。）に在籍する生徒であること。但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

         （２）選手は、各都県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、当該競技専門部に登録し、当

該競技要項により参加資格を得たものに限る。但し、各都県高体連に専門部が設置

されていない種目については、加盟校の生徒であることとする。  

         （３）年齢は○○年４月２日以降に生まれたものとする。（○○部分の数字は、開催当

該年度－19 となる。）但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１

回限りとする。（「出場」とは登録やエントリーでなく、試合の出場回数をさし、

専門部が責任を持って調整・確認する。） 

         （４）チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による 

混成は認めない。 

                  （５）以下の場合に限り、複数校合同チームの大会参加を認める。 

            ア 部員不足に伴う合同チーム 

種
目

大
会
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期

日
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込
締

切
開

催
地

会
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。
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)
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・
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・
事

務
局

合
同

会
議

ま
で

と
す

る
。

上
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の
と
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し
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。

（
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           （全国高等学校体育連盟が定める「部員不足に伴う複数校合同チーム参加規程

と同専門部が定める「競技別部員不足に伴う複数校合同チーム参加ガイドライ

ン」に基づき、都県高等学校体育連盟会長により予選会から参加が認められた

場合）   

イ 統廃合対象校による合同チーム 

（統廃合完了前の２年間に限る） 

         （６）転校（転籍）後６ケ月未満（水泳は１年）のものは参加を認めない。（外国人留

学生もこれに準ずる） 

 但し、一家転住等やむを得ない場合は、各都県高等学校体育連盟会長の許可があれ

ばこの限りではない。 

         （７）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長及び所属高等 

学校体育連盟会長の承認を必要とする。 

         （８）全国高等学校総合体育大会の予選を兼ねるものについては、(公財)全国高体 

           連で定めたものによる。 

         （９）関東高等学校体育大会参加資格の特例 

            ア 上記（１）及び （２）に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参  

加資格を満たすと判断され、都県高等学校体育連盟が推薦した生徒につい 

て、別途に定める規程に従い大会参加を認める。 

            イ 上記（３）の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生

徒の出場は，同一競技３回限りとする。 

 

［大会参加資格の別途に定める規程］ 

 

 １ 学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、都県高等

学校体育連盟の大会に参加を認められた生徒であること。 

 

 ２ 以下の条件を具備すること。 

   （１）大会参加を認める条件 

      ア 関東高等学校体育連盟の目的を理解し、それを尊重すること。 

      イ 参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、学齢・修学年限とも 

に高等学校と一致していること。 

また、連携校の生徒による混成は認めない。 

      ウ 各学校にあっては、都県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ 

関東大会への出場条件が満たされていること。 

      エ 各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任 

ある顧問教員の指導のもとに適切に行われており、活動時間等が高等学校 

に比べて著しく均衡を失することなく、運営が適切であること。 

   （２）大会参加に際し守るべき条件 

       ア 関東高等学校体育大会開催基準要項を厳守し、競技種目大会申し合わせ 

事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力すること。 

      イ 大会参加に際しては、万一の事故の発生に備えて傷害・賠償保険に加入 

しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

ウ 大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。 

         

（10）関東高等学校体育大会参加制限 

           ［外国人留学生の出場枠について］（出場枠を設けている専門部に適用） 

             ア 学校教育法第１条に規定する高等学校卒業を目的として入学している生 

徒であること。 

             イ 在籍校が、都県高等学校体育連盟に加盟していること。 

             ウ 年齢は○○年４月２日以降に生まれた者とする。（○○部分の数字は、 

開催当該年度－19 となる。） 

 

 

             エ 短期留学は除く。 

             オ 人数については、全国高等学校総合体育大会に準じて各専門部ごとに制 

限を書く。 

 

 10 大 会 役 員  開催地の高体連会長が関東高等学校体育連盟会長の名において実施し、別紙役員 

編成基準表によって編成する。 

 

 11 参加申込方法 （１）当該学校長の責任において、所定の様式により定められた期限までに申し込 

むものとする。 

                  （２）申込締切日は原則として６月第１週開催日の１５日前以降とする。 

但し、６月以外に開催する種目については、原則として１５日前とする。 

                  （３）申込場所は各競技種目ごとに定める。 

※個人情報の取り扱いに関して 

   大会参加に際して提供される個人情報は本大会に利用するものとし、これ以外の

目的に利用することはありません。 

  （詳しくは、関東高等学校体育大会参加における個人情報及び肖像権に関わる取

扱についてを参照ください。） 

 

 12 参 加 料   団体３０，０００円、個人３，０００円を上限とする。                 

但し、スキーについては個人４，０００円を上限とする。  

           

 13 参 加 章   参加章は原則として作らない。 

 

 14 表   彰   各競技とも入賞者に賞状を授与する。但し、１位～８位までを原則とする。 

 

 15 プログラム   プログラムは有料で頒布する。但し、次については無料とする。 

                (1)大会役員  (2)競技役員 (3)監督 (4)参加校１部 (5)報道関係者 

 

 16 大 会 経 費  負担金・参加料・補助金等でまかなう。 

大会の経費は極力簡素にすることを旨とする。 

 

 17 宿   泊 （１）役員・監督・選手の宿泊は、開催地において準備する。 

         （２）所定の用紙により所属学校長の責任において、参加申込書とともに開催都県 

大会事務局あてに申し込むこと。 

                （３）宿泊料金は関東高等学校体育連盟で決定した額とする。 

 

 18 参加上の注意   競技中の疾病・傷害などの応急措置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。 

なお、参加者は健康保険証を持参すること。 

 

 19 そ の 他  その他の事項については、全国高等学校総合体育大会開催基準要項に準ずるもの 

とする。 

                           平成 15 年 11 月 25 日 一部改正 

                               平成 16 年 11 月 24 日 一部改正 

                                 平成 19 年 4 月 16 日 一部改正 

                                平成 21 年 4 月 16 日 一部改正 

平成 21 年 11 月 24 日 一部改正 

平成 22 年 4 月 20 日  一部改正 

平成 25 年 11 月 22 日  一部改正 

平成 26 年 4 月 14 日 一部改正 

平成 29 年 4 月 17 日 一部改正 

平成 30 年 11 月 27 日  一部改正 

令和 3 年 5 月 7 日  一部改正 

令和 5 年 4 月 20 日  一部改正      
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             エ 短期留学は除く。 

             オ 人数については、全国高等学校総合体育大会に準じて各専門部ごとに制 

限を書く。 

 

 10 大 会 役 員  開催地の高体連会長が関東高等学校体育連盟会長の名において実施し、別紙役員 

編成基準表によって編成する。 

 

 11 参加申込方法 （１）当該学校長の責任において、所定の様式により定められた期限までに申し込 

むものとする。 

                  （２）申込締切日は原則として６月第１週開催日の１５日前以降とする。 

但し、６月以外に開催する種目については、原則として１５日前とする。 

                  （３）申込場所は各競技種目ごとに定める。 

※個人情報の取り扱いに関して 

   大会参加に際して提供される個人情報は本大会に利用するものとし、これ以外の

目的に利用することはありません。 

  （詳しくは、関東高等学校体育大会参加における個人情報及び肖像権に関わる取

扱についてを参照ください。） 

 

 12 参 加 料   団体３０，０００円、個人３，０００円を上限とする。                 

但し、スキーについては個人４，０００円を上限とする。  

           

 13 参 加 章   参加章は原則として作らない。 

 

 14 表   彰   各競技とも入賞者に賞状を授与する。但し、１位～８位までを原則とする。 

 

 15 プログラム   プログラムは有料で頒布する。但し、次については無料とする。 

                (1)大会役員  (2)競技役員 (3)監督 (4)参加校１部 (5)報道関係者 

 

 16 大 会 経 費  負担金・参加料・補助金等でまかなう。 

大会の経費は極力簡素にすることを旨とする。 

 

 17 宿   泊 （１）役員・監督・選手の宿泊は、開催地において準備する。 

         （２）所定の用紙により所属学校長の責任において、参加申込書とともに開催都県 

大会事務局あてに申し込むこと。 

                （３）宿泊料金は関東高等学校体育連盟で決定した額とする。 

 

 18 参加上の注意   競技中の疾病・傷害などの応急措置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。 

なお、参加者は健康保険証を持参すること。 

 

 19 そ の 他  その他の事項については、全国高等学校総合体育大会開催基準要項に準ずるもの 

とする。 

                           平成 15 年 11 月 25 日 一部改正 

                               平成 16 年 11 月 24 日 一部改正 

                                 平成 19 年 4 月 16 日 一部改正 

                                平成 21 年 4 月 16 日 一部改正 

平成 21 年 11 月 24 日 一部改正 

平成 22 年 4 月 20 日  一部改正 

平成 25 年 11 月 22 日  一部改正 

平成 26 年 4 月 14 日 一部改正 

平成 29 年 4 月 17 日 一部改正 

平成 30 年 11 月 27 日  一部改正 

令和 3 年 5 月 7 日  一部改正 

令和 5 年 4 月 20 日  一部改正      
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（別紙様式） 

                             令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

○○（都県）高等学校体育連盟会長 殿 

 

高等学校 

 

校長           ㊞ 

 

本校部活動指導員の大会引率について（届出） 

 

本校○○部の部活動指導員を、○○年度○○○○○○大会の引率者として委嘱しましたので、

下記のとおり届け出ます。 

なお、事故発生時は学校設置者の定める部活動指導員に関する規則等に従い、本校が対応しま

す。 

 

                     記 

  
 下記の者は、学校教育法施行規則第７８条２及び学校設置者の定める規則等に則る本校の部活 
動指導員であり、関東高等学校体育大会開催基準要項に定める引率・監督の規程に違反して 

いないことを確認しました。 
 

学 校 名  

 部 活 動 名   

（ふりがな） 
氏   名 

 

性   別   男 ・ 女 年  齢         歳 

 任 命 者  

 任 命 期 間   〇〇年〇〇月〇〇日  ～   〇〇年〇〇月〇〇日 

 所 有 資 格   

 そ の 他  
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関東高等学校体育大会における個人情報 

及び肖像権にかかわる取り扱いについて 

                           関東高等学校体育連盟 
 
 
   関東高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱い

に関して以下のとおり対応します。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

(1)  大会プログラムに掲載します。 

(2)   競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

(3)  競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

 

２ 競技結果（記録）等の取り扱い 

(1)  開催都県各種目専門部の報道・記録係を通じて公開されます。 

(2)  認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがありま

す。 

(3)  大会プログラム掲載の個人情報とともに、大会本部が作成する大会報告書（以下「報告書」とい

う。）に掲載されます。 

(4)  新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることが

あります。 

 

３ 肖像権に関する取り扱い 

(1)  認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開さ

れることがあります。 

(2)  認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。また、 

ＤＶＤ等に編集され、配布されることがあります。 

(3)  このほか、関東高等学校体育連盟の許可にもとづき、記念写真等が販売されることがあります。 

 

４ 開催都県各専門部としての対応について 

(1)  取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 

(2)  参加申込書の提出により、上記の取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応させて

いただきます。 

(3)  個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、関東高等学校体育連盟事務局または大会 

を開催する各都県高等学校体育連盟まで御連絡ください。 

 

            連絡先・問い合わせ先 

  関東高等学校体育連盟 事務局（栃木県）   ０２８－６１２－５２９０ 

  群馬県高等学校体育連盟          ０２７－２２４－５０４６ 

  山梨県高等学校体育連盟          ０５５－２８７－８８６２ 

  埼玉県高等学校体育連盟          ０４８－８２２－６７９２ 

  神奈川県高等学校体育連盟         ０４５－３１１－８８１７ 

   千葉県高等学校体育連盟          ０４３－２５２－１６９１ 

 茨城県高等学校体育連盟          ０２９－３００－５０１２ 

東京都高等学校体育連盟          ０３－５３２０－７４７０ 
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５５  関関東東高高等等学学校校体体育育大大会会にに関関すするる申申しし合合わわせせ事事項項 

 

１ 大会の期間について 

 (1) 原則として２日とする。ただし、前日に開会式を実施せざるを得ない種目は、前年度理事 

   会で承認を得ること。 

     ア ３日（土・日・月）を認めている種目。ただし、月曜は決勝のみ。 

     ハンドボール・サッカー・ボクシング・テニス 

   イ 開会式を含め３日を認めている種目 

         水泳・スケート（アイスホッケー）・自転車（トラック）及び登山（金・土・日） 

   ウ 予備日を設ける種目。 

     自転車・ヨット・ホッケー・ソフトテニス・ソフトボール 

   エ 特例 

    ① 平日開催を認めている種目。 

      スキー・ヨット（日・月）・自転車（ロード）（月） 

     ② 開会式を含め４日（金・土・日・月）を認めている種目。 

      陸上競技 

    ＊ ６月の第１週の基準日は日曜日とする。 

 (2) 別に定める競技の開催期日は、原則として下表のとおりとする。 

陸 上 水 泳 ス キ ー スピードスケート     アイスホッケー     駅 伝 登 山 

６月中旬 ７月下旬 １月下旬 ２月上旬 １２月上旬     １１月下旬     10月～11月上旬 

 

２ 大会関係文書の発送は次のとおりとする。 

  ただし、各都県高体連会長・理事長への委嘱状の発送は不要。 

 

                            各 都 県 専 門 部              参加校・その他 

  開催都県専門部          開催都県事務局                   各都県事務局（４月末日提出） 

                            関東高体連専門部 

 

３ 大会終了後の報告は次のとおりとする。 

 

  開催都県専門部          開催都県事務局        （①②③④）メールによる添付ファイルを追加 

                            各 都 県 専 門 部          （①②） 

  開催都県事務局          各 都 県 事 務 局（②④） 

                            関東高体連事務局（①②③④）メールによる添付ファイルを追加 

     ①大会報告書  ・・・ 事務連絡規程（様式１・２） 

        ②大会成績一覧表 

        ③大会収支決算書・・・ 事務連絡規程（様式３） 

    ④大会プログラム 

     ＊次年度開催予定（様式４）は、会長・理事長・事務局合同会議までに事務局と県に提出。 

 

４ 宿泊について 

 (1) 宿泊は、開催都県、大会事務局をとおして申し込むこと。 

 (2) 指定以外の宿舎には、原則として宿泊しないこと。 

  (3) 申込み後のキャンセルはしないこと。 

 

５ その他 

 (1) 大会要項に載せる参加資格は、開催基準要項の「参加資格」を必ず掲載する。 

 (2) 参加申込書には、必ず学校長印・都県高体連会長印を押印する。 

  (3) 派遣審判員は、各都県２名以内を基準とする。 
（4）大会運営における危機管理については、「関東高等学校体育大会危機管理マニュアル」 

（平成３０年１１月２７日策定）を活用する。 



－ 15－－ 14－

関関東東高高等等学学校校体体育育大大会会にに関関すするる申申しし合合わわせせ事事項項（（事事務務手手続続きき）） 

 

１ 宿泊費・要項内容等の変更について 

 (1) 宿泊費が関東高体連で決定した額を超える場合は、前年度秋季理事会（専門部長・理事合同会

議）に「都県高体連会長名」で申請・承認を得る。 

 (2) 実施要項の内容等の変更に関する申請は、前年度秋季理事会に「関東専門部長名」で申請・承 

認を得る。（ただし、参加規模変更等に関する申請は、前年度春季理事会まで。なお、開会式を

前日に実施する場合は、実施要項の内容等の変更にはあたらない。） 

  

２ 次年度大会開催予定 

  様式４により、前年度９月の各都県会長・理事長・事務局合同会議までに関東高体連事務局へ報告

する。 

 

３ プログラムについて 

 (1) 次の内容を必ずプログラムに掲載する。 

   会長あいさつ、教育長あいさつ、大会役員、競技役員、大会要項、個人情報取り扱い、 

  栄光の記録 

 (2) 次の内容をできるだけプログラムに掲載する。  

   高体連マークの由来と高体連の歌 

 (3) サイズは、原則Ａ４版とする。 

  (4) プログラム表紙に商標に類するものは使用しない。 
 

４ 大会役員委嘱について 

  各都県会長・理事長の役員委嘱は、特に行わないものとする。 
 

５ 大会会場最寄り駅の記載について 

  大会要項に、会場最寄り駅を記載する。（参加校等の事務手続き上必要） 

 

６ 宿泊料金について 

 (1) 宿泊は、開催都県実行委員会の斡旋する宿舎とする。 

 (2) 料金は、１泊３食 ○○，○○○円 内税（昼食代○○○円 内税）と記載する。 

   ※ １泊３食 １２，１００円を上限とする。（令和元年１１月２５日） 

 

７ 各都県派遣審判員について 

 (1) 各都県２名を原則とする。 

  (2) 派遣依頼は、開催都県大会会長名とする。 

  (3) 会期、派遣期間、旅費負担等について明記する。 ＊別紙文書例を参照のこと。 

  (4) 旅費・宿泊費等については、派遣する各都県の高体連（専門部）が負担する。 
 

８ 参加料について 

  スキーについては、群馬県の固定であり負担をかけている。また、民間施設であるため、コース整
備に多額の費用がかかる。 

 

９ 負担金について 

  スキーとスピードスケートに参加する都県高体連は５万円を負担する。 
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文文 書書 例例 

                                                         文 書 発 送 番 号 

                                                             令和  年  月  日 

 

 ○ ○ 高 等 学 校 長   様                

 （千葉県所属の場合は ： 千葉県高等学校体育連盟会長 様） 

 

 

                                                   関東高等学校○○大会             

                                                   会 長 ○ ○ ○ ○ 印 

                                                   （開催都県高等学校体育連盟会長） 

 

 

   令和○○年度関東高等学校○○○大会競技役員の委嘱について（依頼） 

 

 ○○の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 また、平素から高等学校体育・スポーツの振興について深いご理解とご協力を賜り、厚くお

礼申し上げます。  

  さて、この度標記大会を○○県（都）○○市（町）において開催することになりました。 

 つきましては、ご多用中大変恐縮ですが、貴校（貴所属）○○○○様[千葉県：貴所属 ○○高

等学校 △△ 様を]を競技役員（係名記載）に委嘱したいのでご承諾いただき、下記により派遣

していただきたく特段のご配意をお願い申し上げます。 

 なお、派遣に要する経費は、貴県（都）高等学校体育連盟が負担することを申し添えます。 

 

記 

 

１ 派遣期間    令和○○年○○月○○日（○）～ ○○月○○日（○） 

 

２ 競技会場    「開催会場名」 

          ○○県（都）○○市（町）○○町○○番地   

                    ＴＥＬ            

 

３ 競技日程    ○○月○○日（○）  ○○時 ～      役員打合せ、監督会議等 

                                         ○○時 ～      開会式 

                       ○○日（○）  ○○時 ～ ○○時   競技会 

                       ○○日（○）  ○○時 ～ ○○時   競技会 

                                          ○○時 ～            閉会式 

 

４ 宿泊場所    「宿舎名」 

          ○○県（都）○○市（町）○○町○○番地   

                    ＴＥＬ            

  

５ そ の 他        (1) 集合時間・場所等を記載する 

                    (2) 諸連絡を記載する 

 

６ 問合せ先  ○○高等学校  △△ 

電話番号         
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          ７７  高高等等学学校校生生徒徒のの参参加加すするる選選抜抜等等大大会会のの                           

              関関東東高高等等学学校校体体育育連連盟盟共共催催ににつついいててのの取取りり扱扱いい                           

 

 競技会の規模及び日程が、生徒の心身の発達から見て無理がなく、また教育的配慮のもと都県 

高等学校体育連盟の運営に支障がないよう計画され、以下の内容を満たす場合は、関東高等学校 

体育連盟は名義共催をすることができる。 

 

１ 主 催  関東競技種目別統括団体及び同団体に準ずる団体を原則とする。 

２ 期 日  学業に支障のない期間中に実施すること。 

       （長期休業期間、土曜、日曜、祝日） 

３ 経 費  大会運営に関しては主催者負担とし、選手の大会参加に要する経費は極力抑制す 

       るよう、関係団体で配慮すること。 

４ 規 模  関東全域にまたがる大会であること。 

５ 加 盟  関東高等学校体育連盟に専門部があること。 

６ 回 数  従来おこなわれている関東大会を含めて２回以内であること。 

７ 申 請  開催年度の５月末日までに下記書類を添えて、関東高等学校体育連盟会長あてに 

       申請書を年度ごとに提出すること。 

 〔提出書類〕(1) 大会要項 

         (2) 予算書 

        (3) 主な大会役員名 

        (4) 参加予定校数・選手数 

８ その他  (1) 事業計画を変更した場合は、直ちに関東高体連事務局に届け出ること。 

        (2) 共催が承認された場合には、下記事項を厳守すること。 

        ア 大会前に大会要項を関東高体連事務局並びに、各都県高体連事務局に送付 

          すること。 

        イ 大会終了後は、報告書（成績、収支決算書、プログラム）を関東高体連事 

          務局に送付すること。 

       (3) 参加料及び宿泊料の額については、該当年度の関東高等学校体育大会の額を 

         目安とすること。 

 

   ※ 後援についても上記に準ずる。 

 

       昭和５４年１１月３０日  決 定 

       昭和５６年１１月１７日  補 足 

       平成  ６年１１月２２日  補 足 

       平成１４年 ４月１５日  補 足 

       平成１６年 ４月１５日  一部改定 
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【【記記載載例例】】

令和○○年○○月○○日

関東高等学校体育連盟会長　　殿

申請者 住 所 〒○○○－○○○○

○○市○○町○－○－○

団 体 名 関東○○○○連盟（協会）

代 表 者 名 会長　○　○　○　○

　下記行事の共催を承認されるよう申請いたします。

１ 行事の名称 令和○○年度第○○回関東高等学校○○○○選抜大会

２ 主 催 関東競技種目別統括団体 関東高等学校体育連盟

３ 主 管 ○○都県競技種目別団体 関東高体連○○専門部　　等

４ 後 援 ○○都県教育委員会 ○○市町村教育委員会　　等

５ 行事の趣旨 （（全全国国選選抜抜大大会会のの関関東東予予選選会会とといいうう趣趣旨旨はは記記載載ししなないい））

６ 場 所 ・ 日 程 ○○都県○○総合体育館

令和○○年○○月○○日（曜日）～○○日（曜日）　　　　○日間

７ 参加予定者 団体 ○○校 計　○○校
及び参加の方法 個人 ○○校 計　○○校

各都県から選抜された学校・個人

８ ポ ス タ ー ポスターは作成しない。

広 告 ・ 賞 状 協賛会社を大会プログラムに広告掲載予定。

賞状は団体上位○校、個人上位○名に授与する。（大会要項による）

９ 提 出 書 類 大会要項（案）、収支予算書（案）、主な大会役員名（別紙を添付）

10 連 絡 先 ・ 不明な点の問い合わせ先、担当者名を記載する。

担 当 者 名 共催承認書の送付先が申請者住所と異なる場合も、送付先をその旨明記する。

記

８８　　　　共共　　　　催催　　　　申申　　　　請請　　　　書書

会長印



－ 20－

年年度度 東東　　京京 神神奈奈川川 千千　　葉葉 山山　　梨梨 埼埼　　玉玉 栃栃　　木木 群群　　馬馬 茨茨　　城城 備備　　考考

卓球 体操 バレーボール 男 陸上競技 レスリング バレーボール 女 自転車 バスケットボール 男

ラグビー ソフトボール ソフトテニス バスケットボール 女 弓道 フェンシング ホッケー ハンドボール

サッカー ウエイトリフティング 剣道 バドミントン 登山 カヌー スキー 柔道

水泳 ヨット ライフル射撃 相撲 空手道 スケート ボート

テニス なぎなた 駅伝 ボクシング 少林寺拳法

アーチェリー アイスホッケー

陸上競技 バレーボール女 ソフトボール バレーボール男 バスケットボール男 相撲 ソフトテニス 水泳

体操 バドミントン ハンドボール レスリング ラグビー 弓道 卓球 自転車

バスケットボール女 剣道 サッカー ホッケー ボート 柔道 なぎなた テニス

フェンシング 空手道 ボクシング スケート ライフル射撃 駅伝 ヨット

ウエイトリフティング 少林寺拳法 アーチェリー カヌー スキー

アイスホッケー 登山

バスケットボール男 テニス バスケットボール女 ソフトテニス バレーボール女 陸上競技 ハンドボール 体操

ソフトボール ライフル射撃 ヨット 卓球 サッカー ラグビー バドミントン バレーボール男

相撲 なぎなた 弓道 水泳 レスリング ボクシング 剣道

自転車 少林寺拳法 ボート ホッケー ウエイトリフティング スキー フェンシング

空手道 カヌー 駅伝 アーチェリー スケート

登山 柔道 アイスホッケー

バレーホール男 バスケットボール女 レスリング ソフトボール ハンドボール バスケットボール男 体操 陸上競技

バドミントン 相撲 弓道 テニス フェンシング 卓球 バレーボール女 ソフトテニス

柔道 水泳 自転車 ヨット 剣道 ラグビー ボクシング

ホッケー ボート ウエイトリフティング スケート サッカー 空手道

アーチェリー 駅伝 ライフル射撃 アイスホッケー

なぎなた カヌー

少林寺拳法 スキー

登山

剣道 ラグビー 陸上競技 バスケットボール男 ソフトテニス バレーボール男 柔道 バスケットボール 女 南関東総体

レスリング ボクシング 体操 ハンドボール ソフトボール バドミントン テニス サッカー

ライフル射撃 ヨット バレーボール女 水泳 卓球 自転車競技 アーチェリー 相撲

ホッケー ボート フェンシング 空手道 スキー 弓道

カヌー 登山 ウエイトリフティング アイスホッケー なぎなた

スケート 少林寺拳法

駅伝

ハンドボール バレーボール男 バドミントン バレーボール女 体操 サッカー 陸上競技 ラグビー

弓道 ソフトテニス 相撲 剣道 バスケットボール女 テニス バスケットボール男 ボート

自転車競技 卓球 フェンシング アーチェリー ボクシング ホッケー ソフトボール ヨット

駅伝 柔道 ウエイトリフティング なぎなた 水泳 カヌー

レスリング アイスホッケー ライフル射撃 空手道 登山

少林寺拳法 スキー

スケート

バスケットボール女 自転車競技 バスケットボール男 駅伝 陸上競技 ソフトボール 弓道 バレーボール女

テニス フェンシング 柔道 体操 バレーボール男 ハンドボール スキー バドミントン

アーチェリー ヨット なぎなた 水泳 ソフトテニス レスリング 卓球

アイスホッケー 空手道 サッカー ボート ボクシング ウェイトリフティング ホッケー

カヌー 剣道 スケート 登山 ライフル射撃

ラグビー 相撲 少林寺拳法

バレーボール女 陸上競技 卓球 ラグビー バドミントン 体操 バレーボール男 ソフトボール

ソフトテニス バスケットボール男 水泳 柔道 登山 バスケットボール女 剣道 レスリング

ボクシング ハンドボール テニス ボート 自転車 カヌー 相撲 ウエイトリフティング

アイスホッケー サッカー ホッケー スケート アーチェリー 駅伝 スキー

弓道 ヨット なぎなた フェンシング

空手道 少林寺拳法

ライフル射撃

令令和和５５～～１１２２年年度度　　関関東東高高等等学学校校体体育育大大会会開開催催予予定定
（（RR55．．33．．22現現在在））

５５
年年
度度

1122
年年
度度

６６
年年
度度

７７
年年
度度

８８
年年
度度

９９
年年
度度

1100
年年
度度

1111
年年
度度



－ 21－－ 20－

（Ｒ5．3．2現在）

№ 種 目 通常開催月 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 備 考

1 水 泳 （ 水 球 ） ６ 月 千 葉 神 奈 川 埼 玉 山 梨 東 京 選抜独自のローテーション

2 弓 道 ９ 月 東 京 東 京 群 馬 神 奈 川 栃 木
令和６年度から新規大会として
１１月に開催

3 カ ヌ ー ９ 月 栃 木 埼 玉 山 梨 群 馬 神 奈 川 会場は山梨県

4 陸 上 競 技 10 月 埼 玉 栃 木 山 梨 東 京 神 奈 川 選抜独自のローテーション

5 相 撲 10 月 茨 城 神 奈 川 埼 玉 群 馬 千 葉 選抜独自のローテーション

6 ボ ー ト 10 月 神 奈 川 神 奈 川 神 奈 川 神 奈 川 神 奈 川 令和９年度まで神奈川県開催

7 柔 道 10 月 東 京 神 奈 川 千 葉 埼 玉 栃 木
選抜独自のローテーション
（令和５年度から新規開催）

8 自 転 車 競 技 11 月 山 梨 群 馬 山 梨 群 馬 山 梨

9 ホ ッ ケ ー 11 月 埼 玉 神 奈 川 茨 城 山 梨 群 馬
第1～5回まで埼玉で開催，以後選
抜独自のローテーション

10 ア ー チ ェ リ ー 11 月 埼 玉 茨 城 千 葉 栃 木 東 京
関東高校体育大会翌年開催（原
則）３年先まで内定

11 ラ イ フ ル 射 撃 11 月 栃 木 群 馬 茨 城 山 梨 埼 玉 選抜独自のローテーション

12 卓 球 12 月 埼 玉 神 奈 川 茨 城 千 葉 東 京
選抜独自のローテーション（平成８
年度まで東京開催）

13 バ ド ミ ン ト ン 12 月 神 奈 川 群 馬 東 京 栃 木 千 葉 関東大会開催の前年に開催

14 テ ニ ス 12 月 平成２３年度より毎年千葉県開催

15 少 林 寺 拳 法 12 月 神 奈 川 千 葉 東 京 茨 城 栃 木 選抜独自のローテーション

ソフトテニス（男） １ 月 東 京 栃 木 東 京 群 馬 東 京

ソフトテニス（女） １ 月 神 奈 川 東 京 千 葉 東 京 山 梨

17 ボ ク シ ン グ １ 月 東 京 山 梨 千 葉 群 馬 茨 城 関東高校体育大会翌年開催

18 フ ェ ン シ ン グ １ 月 栃 木 東 京 茨 城 埼 玉 山 梨
関東高校体育大会終了都県が，年
度後期に開催（平成９年度～）

19 ウエイトリフティング １ 月 東 京 埼 玉 神 奈 川 山 梨 千 葉 選抜独自のローテーション

20 空 手 道 １ 月 東 京 栃 木 千 葉 埼 玉 山 梨 選抜独自のローテーション

21 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル ２ 月 埼 玉 栃 木 千 葉 山 梨 茨 城 東京を除く７県でローテーション

22 ラ グ ビ ー ２ 月 千葉・茨城 山梨・神奈川 埼玉・東京 茨城・千葉 群馬・栃木
平成２４年度までは埼玉開催、平成２５年
度以降各都県でローテーション。

23 ハ ン ド ボ ー ル ２ 月 群 馬 埼 玉 栃 木 神 奈 川 山 梨 選抜独自のローテーション

24 レ ス リ ン グ ２ 月 千 葉 東 京 神 奈 川 群 馬 茨 城 選抜独自のローテーション

25 ヨ ッ ト ３ 月 茨 城 千 葉 山 梨 神 奈 川 茨 城 選抜独自のローテーション

令令和和５５～～９９年年度度  関関東東高高等等学学校校選選抜抜等等大大会会開開催催予予定定

千葉開催

16
平成14年度まで東京開催、平成
15年度以降男女交互で東京と他
県で開催
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１１２２  関関東東高高等等学学校校体体育育連連盟盟新新規規加加盟盟のの条条件件 

 

 

１ 都県高体連への加盟が５以上である。 

 

２ 学校体育・スポーツ活動として適当であり、普及性がある。（部活動として認められている） 

 

３ 大会運営の規模（経費、参加人数等）が適正である。 

 

４ 活動実績（大会の経過）がある。 

 

５ 上部団体組織がある。 

 

 

 なお、加盟にあたっては、下記資料を添えて、関東高体連会長あてに申請する。 

 

１ 専門部設置趣意書 

 

２ 専門部規約（案） 

 

３ 各都県での活動状況 

 （１） 各都県高体連での加盟状況 

 （２） 各都県の役員、設置校、生徒数 

 

４ 関東・全国での大会実績、大会要項、決算書等 

 

５ 上部団体（協会・連盟）の組織状況 

 

６ 加盟後の大会開催地（主催都県） 

 

７ その他 
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公益財団法人全国高等学校体育連盟 

１３ 競 技 者 及 び 指 導 者 規 程 

 

第１章  総  則 

第１条（目的） 

 高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われるものであり、その活動は

アマチュア・スポーツマン精神に則り実施されなければならない。公益財団法人全国高等学校体育連

盟（以下本連盟）は、競技者及び指導者の保護と健全な体育・スポーツ活動の推進を図るため、基本

的事項について定める。 

 

第２条（規程の適用） 

 この規程は、以下の競技者と指導者に適用する。 

（１） 競技者とは、都道府県高等学校体育連盟（以下都道府県高体連）に加盟する学校教育法第１

条に定められた高等学校の生徒で、都道府県高体連当該競技専門部を通して全国高体連当該

競技専門部に登録した者をいう。 

ただし、別途定める規定によって大会参加を認められた競技者も含める。 

（２）指導者とは、本連盟役員及び本連盟が主催する大会の役員、監督・コーチ・引率者をいう。 

 

第２章  競 技 者     

第３条（競技者のあり方） 

（１）高等学校の生徒として、体育・スポーツ活動を通して自己研鑽に努める。 

（２）競技規則はもとより社会生活におけるルールとマナーを守り、フェアプレイの精神に徹する。 

（３）体育・スポーツ活動を通してお互いの友情を深めるとともに、ボランティア活動等にも積極的    

に参加する。 

（４）スポーツ活動を行うことによって、物質的な利益を自ら受けない。 

（５）スポーツ活動によって得た名声を、自ら利用しない。 

 

第４条（競技者の禁止事項） 

（１）大会参加により授与される賞金、高価な商品を受領すること。 

（２）企業等から入社契約もしくはこれに準ずるものの前渡しや、金品の支給、貸与等の物質的利益    

を受けること。 

（３）各種大会に参加するための旅費その他の経費を、当該校関係又は大会主催者以外から受領する    

こと。 

（４）自分の氏名、写真、競技実績を広告等に使用すること。ただし、本連盟が認めた場合を除く。 

 

第５条（大会等への参加） 

（１）競技者が大会等に参加するときは、在学校校長の責任によって申し込むものとする。 

（２）競技者が本連盟の主催する以外の大会等に参加しようとするときは、あらかじめ在学校校長の    

出場承認を得て、所属する都道府県高体連会長に届け出るものとする。 

 

第３章  指 導 者     

第６条（指導者のあり方） 

（１）指導者は、高等学校における体育・スポーツ活動の発展と心身ともに健全な競技者育成のため、    

競技者の模範となるよう努める。 

（２）高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われることを踏まえて指導     

にあたる。 
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（３）競技規則を守り、人権の尊重に十分配慮して指導にあたる。 

（４）禁止事項については第４条（競技者の禁止事項）を準用する。 

（５）体罰を行った指導者は、平成２６年５月２０日付け（２６全国高体連第４２号）による体罰根

絶ルールを適用する。 

 

第４章  罰  則 

第７条（罰則） 

 競技者及び指導者が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけたときは当該専門部及

び都道府県高体連と協議の上、罰則を与えることができる。 

 

第５章  改正その他 

第８条（改正その他） 

（１） 本規程の改正及び実施に関して必要な事項の制定は、理事会の決定により行うことができる。 

（２）競技者及び指導者の肖像権の取扱いは「肖像権等の取扱規程」による 

 

 

附 則 

   平成１４年５月３０日より施行 

   平成２４年４月 １日 一部改正「公益財団法人への移行に伴う表記の訂正」 

   平成２５年５月２１日 一部改正「加盟と登録の区別」 

   平成２６年５月２０日 一部改正「体罰根絶全国共通ルールの適用」 

   平成２８年５月１７日 一部改正「肖像権等の取扱規程を追加」  




